
設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

 河川課  河川課  河川法  第20条
 河川管理者以外
の者の施行する工
事等の承認

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（１）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  40日  

 河川課  河川課  河川法  第23条
 流水の占用の許
可

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（２）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  40日  

 河川課  河川課  河川法  第24条
 土地の占用の許
可

 設定済み
 「河川敷地占用許可準
則」

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  30日  

 河川課  土木事務所  河川法  第24条
 土地の占用の許
可

 設定済み
 「河川敷地占用許可準
則」

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  16日  

 河川課  土木事務所  河川法  第25条
 土石等の採取の
許可

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（４）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  16日  

 河川課  河川課  河川法
 第26条
第1項

 工作物の新築等
の許可

 設定済み

「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（５）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  30日  

 河川課  土木事務所  河川法
 第26条
第1項

 工作物の新築等
の許可

 設定済み

「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（５）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  16日  

 河川課  河川課  河川法
 第27条
第1項

 土地の掘削等の
許可

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（６）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  未設定  
 難易差があり設定困
難

 河川課  土木事務所  河川法
 第27条
第1項

 土地の掘削等の
許可

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（６）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  16日  

 河川課  河川課  河川法  第28条
 竹木の流送の許
可等

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（７）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  未設定   先例なく設定困難

 河川課  河川課  河川法
 第29条
第1項

 河川管理上支障
のある行為の許可
等

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（８）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  未設定   先例なく設定困難

備考

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由
備考

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

 河川課  河川課  河川法
 第30条
第1項

 許可工作物の完
成検査

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（９）

「ダム検査規程」第１条、
第３条

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  40日  

 河川課  土木事務所  河川法
 第30条
第1項

 許可工作物の完
成検査

 設定済み

「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（９）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  14日  

 河川課  河川課  河川法
 第30条
第2項

 許可工作物の一
部使用の承認

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（１０）

「ダム検査規程」第２条

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  40日  

 河川課  土木事務所  河川法
 第30条
第2項

 許可工作物の一
部使用の承認

 設定済み

「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（１０）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  14日  

 河川課  河川課  河川法
 第34条
第1項

 権利の譲渡の承
認

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（１１）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  １６日  

 河川課  土木事務所  河川法
 第34条
第1項

 権利の譲渡の承
認

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（１１）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  12日  

 河川課  河川課  河川法
 第43条
第1項

 損失補償前の流
水の貯留又は取
水の決定

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

 河川課  河川課  河川法
 第47条
第1項

 ダム操作規程の
承認

 設定済み

 河川法第２章第３節第３
款(ダムに関する特則)等
の規定の運用について
（建設省通達）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  未設定   先例なく設定困難

 河川課  河川課  河川法
 第55条
第1項

 河川保全区域に
おける行為の制限
に係る許可

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（１２）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  未設定   先例なく設定困難

 河川課  土木事務所  河川法
 第55条
第1項

 河川保全区域に
おける行為の制限
に係る許可

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（１２）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  未設定   先例なく設定困難



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由
備考

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

 河川課  河川課  河川法
 第57条
第1項

 河川予定地にお
ける行為の制限に
係る許可

 設定済み

 「行政手続法の施行に
伴う河川法等における
処分の審査基準の策定
等について」（平成６年９
月３０日付け建設省河政
発第５２号建設省河川
局長通達）　五１（１３）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  未設定   先例なく設定困難

 河川課  土木事務所  海岸法
 第7条
第1項

 海岸保全区域内
の占用許可

 設定済み

 海岸法の施行について
通達（昭和３１年１１月１
０日付け３１農地第４８２
２号）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  １６日  

 河川課  土木事務所  海岸法
 第8条
第1項

 海岸保全区域内
における行為制限
の許可

 設定済み

 海岸法の施行について
通達（昭和３１年１１月１
０日付け３１農地第４８２
２号）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  設定済み  １６日  

 河川課  河川課  海岸法
 第13条
第1項

 海岸管理者以外
の者が施行する工
事の承認

 設定済み

 海岸法の施行について
通達（昭和３１年１１月１
０日付け３１農地第４８２
２号）

 ＨＰで公開

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/17
200/sinsei.html

  未設定   先例なく設定困難

 河川課  河川課  砂利採取法  第3条  登録  未設定    法令に基準あり  設定済み  １4日  

 河川課  河川課  砂利採取法
 第6条
第1項

 砂利採取業務主
任者の資格の認
定

 未設定    法令に基準あり  設定済み  １4日  

 河川課  土木事務所  砂利採取法  第16条  採取計画の認可  未設定    法令に基準あり  設定済み  21日  

 河川課  土木事務所  砂利採取法
 第20条
第1項

 変更の認可等  未設定    法令に基準あり  設定済み  21日  

 河川課  河川課  公有水面埋立法
 第2条
第1項

 公有水面埋立て
の認可

 設定済み

１．公有水面埋立法第４条、公有
水面埋立法施行令（大正１１年勅
令第１９４号）第３条及び第７条、
公有水面埋立法施行規則（昭和４
９年運輸省令第１号、建設省令第
１号）第５条及び第６条
２．「公有水面の埋立ての適正化
について」（昭和４０年９月１日港
管第２０２１号、建設省河発第３４
１号、運輸省港湾局長及び建設省
河川局長通達）の記１及び２
３．「公有水面埋立法の一部改正
について」（昭和４９年６月１４日港
管第１５８０号、建設省河政発第５
７号、運輸省港湾局長及び建設省
河川局長通達）の記１（３）から（５）
及び記３
４．「公有水面埋立法の一部改正
について」（昭和４９年６月１４日港
管第１５８１号、建設省河政発第５
８号、運輸省港湾局管理課長及
び建設省河川局水政課長通達）の
記の１から４
５．「公有水面埋立法施行令の一
部改正について」（昭和６１年７月
１８日港管第２０５２号、建設省河
政発第４３号、運輸省港湾局長及
び建設省河川局長通達）の記の１
から３
６．「公有水面埋立法施行令の一
部改正について」（昭和６１年７月
１８日港管第２０５２号、建設省河
政発第４４号、運輸省港湾局管理
課長及び建設省河川局水政課長
通達）の記１から３

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

 河川課  河川課  公有水面埋立法
 第13条
の2第1
項

 埋立期間の伸長
の許可

 設定済み

１．公有水面埋立法第４条第１
項及び第２項、公有水面埋立
法施行令（大正１１年勅令第１
９４号）第７条、公有水面埋立
法施行規則（昭和４９年運輸省
令第１号、建設省令第１号）第
５条及び第６条
２．「公有水面埋立法の一部改
正について」（昭和４９年６月１
４日港管第１５８０号、建設省
河政発第５７号、運輸省港湾局
長及び建設省河川局長通達）
の記１（３）から（５）、記３及び
記４（１）
３．「公有水面埋立法の一部改
正について」（昭和４９年６月１
４日港管第１５８１号、建設省
河政発第５８号、運輸省港湾局
管理課長及び建設省河川局水
政課長通達）の記１から４

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  20日  

 河川課  土木事務所  公有水面埋立法  第14条
 他人の土地の立
入又は一時使用
の許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由
備考

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

 河川課  河川課  公有水面埋立法
 第16条
第1項

 埋立権の譲渡  設定済み

 「公有水面の埋立ての
適正化について」（昭和
40 年 9 月 1 日付け港
管第 2021号、建河発第
341 号運輸省港湾局
長、建設省河川局長通
達）の記 3

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  

 河川課  河川課  公有水面埋立法
 第22条
第1項

 竣功の認可  設定済み

 「公有水面埋立ニ関ス
ル取扱方ノ件」（大正 11
年 4 月 20 日付け発土
第 35 号、土木局長から
地方長官あて）の記 13

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  25日  

 河川課  河川課  公有水面埋立法  第23条
 竣功の認可前の
埋立地使用の許
可

 設定済み

  「未竣功埋立地におけ
る工場等の建設につい
て」（昭和 49 年 10 月
21 日付け港管第 2618
号、港湾局長から港湾
管理者の長あて）の記 1

 申請者等の求めに応じ
て提示

 未設定   先例なく設定困難

 河川課  河川課  公有水面埋立法
 第27条
第1項

 埋立地に関する
処分の許可

 設定済み

  ・「公有水面埋立法の
一部改正について」（昭
和 49 年 6 月 14 日付け
港管第 1580号、建河発
第 57 号運輸省港湾局
長、建設省河川局長通
達）の記 7
・「公有水面埋立法の一
部改正について」（昭和
４９年６月１４日港管第１
５８１号、建設省河政発
第５８号、運輸省港湾局
管理課長及び建設省河
川局水政課長通達）の
記１及び記５

 申請者等の求めに応じ
て提示

 設定済み  20日  

 河川課  河川課  公有水面埋立法
 第29条
第1項

 埋立地の用途変
更許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  30日  

 河川課  河川課  公有水面埋立法
 第34条
第1項

 失効した免許の効
力の復活

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

 河川課  河川課  公有水面埋立法
 第35条
第1項

 免許失効の場合
の原状回復の免
除

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

 河川課  河川課  公有水面埋立法  第36条
 無免許埋立者の
原状回復義務の
免除

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

 河川課  河川課  公有水面埋立法施行令  第8条

 免許告示後の施
設について損害補
償又は損害防止
施設の請求可能な
公有水面利用施
設の設置の許可

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

 河川課  土木事務所  国有財産法
 第18条
第3項

 国有水路敷地の
使用・収益の許可

 設定済み
 建設省所管国有財産取
扱規則第21条

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

 河川課  河川課  土地区画整理法  第7条

 土地区画整理事
業に伴う国有地の
地区編入承認（個
人施行）

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難


